
届出者

届出年月日

店舗名称

計画地

設置者 県

設置者 県

地域住民意見

国土利用計画

都市計画

農業振興地域

整備計画

地域森林計画

意見なし

土地利用計画

との適合

【県】

計画に適合

計画に適合

（対象外）

（対象外）

仙台市

隣接市町村

意見

隣接市町村

意見なし

当該予定地は第二種住居地域であるとともに，地
区計画（茂庭地区）に定められていることから特
定大規模集客施設の設置にあたっては，以下の点
について十分配慮されたい。
一　本施設の計画地は，地区計画（茂庭地区）が
定められていることから，「仙台市地区計画の区
域内における建築物の制限に関する条例」の規定
に適合するよう，対応すること。また，建物の規
模によっては，「仙台市中高層建築物等の建築に
係る紛争の予防と調整に関する条例」の対象とな
る可能性があるため，該当の有無を確認の上，必
要に応じて所定の手続きを行うこと。
一　交通，駐車場，騒音，緑化等の計画，工事，
開店後の運営について，関係法令及び条例を遵守
し，関係機関との協議を行うなど，適切な配慮を
行うこと。
一　周辺住民への周知を適宜行うとともに，住民
より苦情，協議等の要望があった場合には，説明
会の開催等，真摯に対応すること。
一　地域におけるイベント等への協力をはじめ，
地域貢献活動を積極的に推進すべく，地域との連
絡体制を構築すること。
また，届出書「３．地域貢献活動の計画の概要」
に記載の各項目を確実に実現するために，必要に
応じ設置者側から関係機関に申し入れて協議を行
うこと。
（理由）
コンパクトで活力あるまちづくり推進の見地よ
り，当該施設が立地する地域は，周囲が住宅地で
あり，立地する企業にも地域住民等との協働が求
められることから，地域の生活環境の保持に配慮
し，また，地域貢献活動を行うことが必要である
ため。

特定大規模集客施設の設置にあたっては，
以下の点に十分配慮します。
（１）「仙台市地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例」の規定に適合
します。「仙台市中高層建築物等の建築に
係る紛争の予防と調整に関する条例」該当
の有無を確認し，必要に応じて所定の手続
きを行います。
（２）交通，駐車場，騒音，緑化等の計
画，工事，開店後の運営について，関係法
令及び条例を遵守し，関係機関との協議を
行い，適切に配慮します。
（３）周辺住民への周知を適宜行うととも
に，住民より苦情，協議等の要望があった
場合には，説明会の開催等，真摯に対応し
ます。
（４）地域におけるイベント等への協力を
はじめ，地域貢献活動を積極的に推進すべ
く，地域との連絡体制を構築します。
　　また，届出書「３．地域貢献活動の計
画の概要」に記載の各項目を実現するため
に，必要に応じ，関係機関に申し入れて協
議を行います。

　基本方針に直接関係する事
項ではないため，意見は不要
と考える。
　ただし，大規模集客施設の
立地については立地市町村と
の協議や地域住民への配慮が
求められるものであることか
ら，誠意を持って進める必要
がある。

立地市町村

意見

仙台市太白区茂庭土地区画整理８街区

宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで
活力あるまちづくりの推進に関する条例に基づく県の意見（案）

　株式会社フォレスト
　株式会社ダイユーエイト

　平成２７年１２月２８日

（仮称）仙台市太白区茂庭計画商業施設

資料５ 



仙台市総合計画

国土利用計画

都市計画

中心市街地

活性化計画

農業振興地域

調整計画

森林整備計画

基本的な方向
適合・

不適合

集約型のまちづくり
（拡大志向からの転換）

概ね適合

社会資本の有効活用
（行政コストの低減）

適合

歩いて暮らせる

まちづくり
（都市機能の集積）

概ね適合

だれもが移動

しやすい交通サービス
（地域交通ネットワークの整

備）

概ね適合

個性と活力ある

まちづくり
（地域固有の価値の維持・再

生）

適合

住民参加・協働の

まちづくり
（地域の社会的機能の増進）

適合

環境にやさしい

まちづくり
（環境への負荷の低減）

適合

基本方針

との適合

理由

　計画地は立地誘導地域に当たらない。しかしながら，仙台市の茂庭地区計画

において商業業務地区に設定されており，本施設の立地は適したものと言え

る。また，住宅地のほか，小・中学校や市民センター等の公共施設や医療施設

立地する地域に隣接していることから，集約型のまちづくりには概ね適合して

いるものと認められる。

　計画地は区画整理事業ですでにインフラが整備されている地域であり，出店

はそれを活用するものであることから，新たな開発は最低限度に抑えられる。

　周辺の住宅地や区画整理事業地内の住宅地区の住民にとって徒歩や自転車に

よる来店が可能な，暮らしやすい環境が整備される。

　公共交通機関は路線バスのみであり，施設から徒歩２分の距離にバス停があ

るものの，平日１日当たり１０本の運行しかなく，地域住民にとって十分に交

通手段が確保されているとは言いがたいが，バス利用の促進対策を検討すると

している。

　地域生産者と連携した地場商品の販売促進や農産物直売コーナーの設置，観

光振興への協力を計画しているほか，地域の各種行事への参加・協力も行うと

されており，地域との連携・交流を通じて賑わいあるまちづくりに寄与するこ

とが期待される。

　食育に関するイベントや出前授業の実施，インターンシップの受け入れ，地

域や行政，ＮＰＯと連携した防災対策の実施などが地域貢献活動計画に盛り込

まれており，地域と一体となったまちづくりの推進に貢献するものと考えられ

る。

　計画地は区画整理事業ですでに整備されている土地であることから，環境負

荷は最小限に抑えられると考えられる。また，出店後の周辺の生活環境への影

響に配慮した騒音・交通渋滞対策を実施する旨届出書に記載されている。

県の意見案

　意見なし

　附帯意見

　計画地は土地区画整理事業地内の核となる地区であり，住宅地や公共・医療施設に隣接する，コンパクトで活力あるまちづ
くりを実現する上で重要な位置にあることから，既存の公共交通機関の利用促進も含めた，地域内を移動しやすい交通ネット
ワークづくりへの貢献に期待したい。

土地利用計画

との適合

【仙台市】

計画に適合

（未策定）

計画に適合

（対象外）

（対象外）

（対象外）


